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　＜特集論文＞

グリーン・イノベーション論
橋本　努

【要　約】 　本稿は「ロスト近代」という独自の時代認識から，グリーン・イノベーション（環境技術革新）
と呼ばれる一連の政策を思想的に評価する試みである。「ロスト近代」の概念については，別に論じる用
意がある。本稿はこの概念装置にしたがって，前半ではビジョン，後半では政策について，それぞれ論じ
たい。
　前半で検討するのは，電力供給の長期的なビジョンである。現代のグリーン・イノベーションは，「第
三次産業革命」という新たな段階において，自律分散型の性質をもつものとして位置づけられる。政策的
には，「マイクロ・ジェネレーション（エネルギー供給）」や「脱中心的なエネルギー・システム」を理念
としており，そのビジョンを一言で表現すれば，「自律分散型の人工市場システム」となるだろう。例えば，
電力供給の自由化，送電業と発電業の分離，自然エネルギーの買取価格制度などは，このビジョンによっ
て最もよく導かれるだろう。またそのビジョンを思想的に最もよく担保するのが，「自生化主義」である。
　この思想的なビジョンを見極めつつ，後半では，政策として必要な方向性，および，地域の取り組みに
ついて検討したい。環境税や市場プル戦略，あるいは優先接続などの政策は，自生化主義の理念によって
体系的に喚起されるだろう。このビジョンを練り上げるなかで，地方自治体に期待される役割についても，
一定の示唆を与えたい。

【キーワード】 環境思想，原子力発電，自然エネルギー，リベラリズム，電力買取制度

I　原子力エネルギーからの脱却

1.  長期的な成長の理念
3・11 大震災とその後の原発事故が起こるま

で，日本政府は長期的なエネルギー政策のビジョ
ンとして，原子力発電と自然エネルギー発電の
両方を増やす，という方針を掲げていた。原子
力発電も自然エネルギー発電も，いずれも二酸
化炭素排出量を減らすために資するとされ，石
油や石炭や天然ガスに代わる代替エネルギーと
して，これら二つのエネルギーは，積極的に位
置づけられてきた。

政府はこの基本計画において，エネルギー削
減策の約 50％を，原子力発電所九基の新設と，
その利用率の引き上げ（現行の 61％から 81％へ）
によって達成するとしていた。しかし，2020 年

までに原発を 9 基新設することは，原発事故が
起きる前の段階においても，かなり困難であっ
ただろう。それが可能だとしても，従来のよう
な 61％程度の稼動率であれば，原子力発電によ
るエネルギーの削減効果はほとんどないとも言
われる 1）。原子力エネルギーの費用対効果につ
いては，当初から不可能な目標を掲げていたの
ではないだろうか。原子力発電は，しかもコス
トの問題に直面する。原子力発電所は，これか
ら段階的に廃止していく方向で検討すべきでは
ないか。原子炉の廃止措置期間を考慮して，20
年後，あるいは 50 年後の電力供給を見通しつつ，
代替エネルギーへの転換を進めていかねばなら
ない。

1）　金子祥三 [2010]。
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ここで，原子力発電所を段階的に廃止する場
合の政策について考えてみよう。個々の原子力
発電所の運転期間を 40 年とするなら，例えば
2030 年の段階で，原子力発電所の多くは，すで
に廃炉の段階にあるだろう。むろんその頃には，
原子力エネルギーのコストが，相当に高いこと
が認知されているにちがいない。廃炉になる原
子炉が増加するにつれて，廃炉のためのコスト
が顕在化するからである。2001 年 10 月に解体
届けが出された東海原子力発電所の場合，撤去
完了は 17 年後とされ，廃止措置費用は 864 億
9 千万円と見積もられている。ただしこの値に
は，解体に際して，「建屋の地下部および基礎部
は撤去対象外」とされている。すべてを解体し
て更地に戻すためには，さらなるコストがかか
るであろう。原子力発電所の建設費は，およそ
465 億 2 千万円であるから，解体費用はその約 2
倍になる 2）。こうした廃炉のための費用が社会
的認知されれば，原子力発電所の廃止の動きは，
時が経つにつれていっそう加速するかもしれな
い。

原子力発電所を段階的に廃止する場合，考慮
すべきは，石油や天然ガスなどの再生不可能な
エネルギーを，どこまで用いてよいのかという
問題である。地球環境に負荷をかけないという
倫理規範に照らした場合，私たち日本人は，再
生不可能なエネルギーの消費量を，半分以下に
減らさなければならない。「エコロジカル・フッ
トプリント」と呼ばれる指標によれば，現在の
日本人の生活を世界全体で実現するとすれば，
地球が 2.4 個分必要であるという。日本は先進
諸国のあいだでは，環境にあまり負荷をかけな
い社会といえるが，しかしそれでも，地球に負

荷をかけない「持続可能性」の理念（エコロジ
カル・フットプリント）に照らせば，日本人は，
エネルギー消費量を現在の半分以下にまで減ら
すか，あるいは，エネルギー消費量の半分以上を，
自然エネルギーに代替しなければならない。こ
のような倫理的要請は，グリーン・イノベーショ
ン政策にとって，終局的な目標になるだろう。

再生不可能なエネルギーの消費量を，現在の
半分以下に減らしていく。するとおそらく，私
たちの福祉水準（平均寿命，健康水準，教育機
会など）もまた低下するにちがいない。根源的
に問われているのは，私たちは，現世代の福祉
水準を引き下げてまで，次世代の環境条件に配
慮すべきなのかどうかである。この問題は，私
たちが何をもって「福祉」の水準とみなすのか
に依存している。指標「ジェニュイン・セイビ
ング」は，環境に配慮しながら，私たちの福祉
水準を維持・発展させるための，一つの方向性
を与えているだろう。「ジェニュイン・セイビン
グ」とは，国民総貯蓄から固定資本分の消費を
差し引いて，教育への支出を「人的資本」への
投資として加え，天然資源の枯渇・減少分と，
二酸化炭素排出等による損害額を，ともに控除
して計算したものである。この指標をみると，
日本社会は，1970 年代以降，地球環境にとって，
しだいに持続不可能な消費生活へと向かってき
たことが分かる。こうした傾向に歯止めをかけ
るためには，私たちは消費の性向を，教育機会
その他のサービスに向け直すことが求められて
いるのではないだろうか。

あるいは EU 諸国ではすでに，経済成長の指
標（GDP）に代えて，新たに環境の持続可能性
と調和するためのさまざまな指標（「持続可能性
リスト」）が用いられている。私たちもこうした
各種の指標を総合的に用いて，「福祉」の水準を
実質的に検討するための語彙を発達させること
ができよう。

2）　「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃止
措置安全小委員会報告書」（2001 年 8 月 2 日）が「一応の目途」
として示した廃炉期間が，30 年である [ 西尾 2003]。
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「ジェニュイン・セイビング」や「持続可能性
リスト」といった新しい指標が示唆しているの
は，私たちがたんにエネルギーの消費量を減ら
すのではなく，エネルギー消費量の削減が，同
時に，私たちの「生活の質」を高めるための各
種政策と両立しなければならない，という考え
方である。私たちは，消費のパタンを変化させ
ることによって，現在世代と次世代の福祉水準
を，ともに維持するような社会を築くことがで
きる。こうした新しい指標にもとづく経済政策
は，経済成長を否定するのではなく，成長の理
念を新たに方向づけている。グリーン・イノベー
ションが目指しているのは，私たちのライフ・
スタイルの変化を含めた社会の新たな発展であ
り，それは「ロスト近代」を駆動させるための
理念と言えるだろう。

2.  電力供給をめぐる思想的問題
ではグリーン・イノベーションは，政策思想

としては，どんな理念によって体系的に導かれ
るのだろうか。グリーン・イノベーションは，
思想的には従来の「福祉国家型リベラリズム」
や「資源ナショナリズム型コミュニタリアニズ
ム」とは，別の思想を必要としている。ところ
が現代の規範理論はこれまで，この問題につい
てほとんど議論を蓄積していない。ここでは電
力供給のあり方をめぐって，思想ビジョンの問
題を検討してみたい。

これまで原子力発電に反対してきた勢力は，
政治的には主として，旧社会党系の政治家や一
部の市民運動家，あるいは一部の知識人たちで
あった。しかしその議論は思想的に練り上げら
れたものとはいえず，むしろ政治的なスタンス
として，電力業界をめぐる「国家独占資本主義」
段階の弊害を批判するものであった。この反対
勢力の立場は，さしあたって「地域型コミュニ
タリアニズム」と呼ぶことができるだろう。地

域コミュニタリアニズムは，「経済成長第一主義」
の理念を批判して，地方分権的な豊かな暮らし
を展望する。そして地方自治の観点から，原子
力エネルギー行政に対する批判を展開する。こ
の立場は主として，旧社会党の政治綱領に採用
されてきたが，1980 年代以降になると，しだい
にその政治的な支持基盤を失っていった 3）。

国家主導の原子力エネルギー政策に反対する
勢力は，実はもう一つ存在する。リバタリアニ
ズムや新自由主義の思想に導かれた「電力の自
由化」論の立場である。原子力発電所は，民間
の電力会社によって運営されるとしても，それ
は国家主導の計画経済思想にもとづいている。
かかる体制に抗して，「大きな政府」を批判する
リバタリアンないし新自由主義者たちは，電力
の自由化，すなわち，発電業における企業参入
の自由を，理論的に展望するだろう。この立場は，
必ずしも原子力発電を否定するわけではないが，
しかし原子力発電が市場ベースで利益を上げる
ことができなければ，それは市場淘汰の圧力に
さらされるべきであると考える。リバタリアニ
ズムや新自由主義の立場によれば，原子力発電
のリスクは，国家ではなく民間の保険会社によっ
て補償されるべきであり，もし保険会社の保険
料が高すぎて運営コストがかさむ場合には，原
子力発電は市場で勝負できない産業であるとみ
なされよう。

以上の二つの思想的立場，すなわち「地域型
コミュニタリアニズム」と「リバタリアニズム
／新自由主義」は，原子力発電に対して，思想
的に対抗する社会のビジョンを掲げている。こ
れに対して，現代を代表する二つの規範理論，
すなわち「リベラリズム」と「国家型コミュニ
タリアニズム」は，原子力発電をめぐって，根
本的な疑義を提起するものではない。リベラリ

3）　この経緯について，本田 [2005] を参照。
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ズムも国家型コミュニタリアニズムも，市場で
は調達することのできない財・サービスを，国
家が提供しうると考える。市場の失敗を克服す
るために，あるいは市場のリスクを引き受ける
ために，国家は，国民にとっての基本的な財・サー
ビスを提供すべきであると考える。いずれの思
想も，国家主導の原子力エネルギー政策を擁護
するであろう。

例えばリベラリズムの場合，電力の供給は，
各人の「善の追求」にとって基本財であるとみ
なされ，それは「最も貧しい人々にとって，最
大限の利益となるように」という原理に基づい
て，供給されうるだろう。政府はそのために，
発送電線網を整備して，できるだけ安価な電力
を供給しなければならない。むろん，原子力エ
ネルギーが安価ではないとすれば，リベラリズ
ムは，代替的なエネルギーを模索する。リベラ
リズムにとって，原子力エネルギーを採用すべ
きかどうかは，「リスクを含めたコスト」の問題
に帰着するだろう。コストとリスクの二つの面
を勘案して，他のエネルギーよりも効率的で危
機管理のなしうるエネルギーとみなされるなら，
リベラリズムは原子力発電を認めることができ
よう。

これに対して「国家型コミュニタリアニズム」
は，原子力発電を正当化する場合に，おそらく
次のような理路をとるだろう。まず，そもそも

「基本財」として各人・各世帯に電力を供給する
ことは，それだけでは人々の生活を「孤立化（ア
トム化）」させてしまう。国家型コミュニタリア
ニズムは，私生活の充足のために供給される電
力が，「共同性」の観点からみて，問題をはらん
だ基本財であるとみなすであろう。けれども他
方で，電力は，国家が安定的に供給すべき「共
通善」であり，それは「共同体の繁栄」という
観点から要請されるであろう。こうしてつまり，
国家型コミュニタリアニズムは，一方では電力

供給の充実化によって生じる「アトム化」を恐
れながら，他方では共同体の繁栄のために原子
力発電を求めるのではないか。もちろん，原子
力発電の原料となるウランといえども，その多
くは国産ではないのであって，原子力発電もま
た火力発電と同様に，他国の資源に依存したエ
ネルギー供給である。しかし国家型コミュニタ
リアニズムは，資源上のナショナリズムの観点
から，できるだけ資源供給のリスクを分散させ
るという戦略的な立場をとるにちがいない。こ
の立場は，原子力発電を一つの国家戦略として
位置づけ，これを全廃するという方向には，な
かなか向かうことがないであろう。

リベラリズムも国家型コミュニタリアニズム
も，原子力発電をめぐって，根本的な批判を掲
げる思想ではない。これらの思想は，「コスト」
や「リスク」の観点から，最適なエネルギー供
給を求める思想である。事態をもっと詳しく検
討すれば，自然エネルギーを導入する際に「リ
ベラリズム」が抱える困難は，他にもある。そ
の問題については後に検討することにして，こ
こではもう一つの思想的立場，「平等主義」につ
いて考えてみたい。

平等主義の立場は，原子力エネルギーから自
然エネルギーへの代替を進める際に，一つの困
難を抱える。例えば，風力発電や太陽光発電を
各家庭で導入する場合，おそらく，富裕層から
の導入がすすむであろう。家庭や業者からの発
電エネルギーを買い取る「電力買取制度」のも
とで利益を得るのは，富裕層であり，これに対
して貧困層は，そのような電力の買取によって
生じたコストを電力料金に上乗せされるため，
損失をこうむるであろう。電力買取制度は，結
果として，貧富の格差を広げてしまう。このよ
うなエネルギー政策は，平等主義の観点からみ
て，正当化することが難しい。

平等主義の立場は，電力買取制度によって生
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じた貧富の格差を補完するために，相応の配分
的正義を求めるにちがいない。しかしそのよう
な「配分的正義」は，いかなる手段によって満
たされるだろうか。十分な補償を施すのであれ
ば，今度は，自然エネルギーへの代替がすすま
ない。エネルギーの代替政策は，不平等を前提
にインセンティヴを与えざるを得ない。この点
で平等主義の要求は，制約を受けるものになる
だろう。

以上の簡単な考察から，原子力発電に依存し
ない社会のビジョンを描くための有望な思想は，

「地域型コミュニタリアニズム」と「リバタリア
ニズム／新自由主義」の二つであることが分か
る。これらの思想は，しかしまだ十分に練られ
ているわけではない。以下では，この二つの思
想の可能性を綜合的に考える視点，すなわち「自
生化主義」の観点から，エネルギー政策の検討
を進めていきたい。

II  自然エネルギー導入をめぐる思想理念

1.  第三次産業革命
大局的にみると，原子力に依存しない自然エ

ネルギーの利用は，「第三次」の産業革命と呼ぶ
にふさわしいだろう。「第一次」産業革命は，18
世紀のイギリスで生じた発展であり，主として，
蒸気機関と鉄道による新たなコミュニケーショ
ンを切り拓くものであった。これに対して「第
二次」産業革命は，19 世紀末から 20 世紀中葉
にかけて生じた発展であり，石油や原子力エネ
ルギーを資源として，自動車や飛行機による交
通を切り拓いてきた。そして現代の産業革命に
おいては，インターネットや携帯電話の普及と
ともに，再生可能エネルギーによる新たな発展
が期待されている。（表 1 を参照）
「第三次産業革命」は，表 1 において，その「社

会／国家」の特徴が「市民社会／グローバリゼー
ション／ガバナンス」とされている。けれども，
これらの特徴を統合するための思想的ビジョン
は，地方自治体における市民的なエネルギー政
策が，人工的に構築された市場メカニズムのも
とで開花するという，「自生化主義」のビジョン
にあるように思われる。この新しい思想のフェー
ズ（局面）は，1960 年代および 1970 年代の思
想状況との比較によって，明確に捉えることが
できるだろう。
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表 1　第三次産業革命の位置づけ 4）

4）　Jaenicke and Jacob [2008]，竹内 [2010: 58] 所収。



80 第 1 号地域経済経営ネットワーク研究センター年報

1960 年代というのは，先進諸国において巨大
で先端的な技術開発が推進され，そのような技
術を正当化するための「テクノクラート支配」
が確立していった時期であった。ところが民衆
の不安が増大するにつれて，技術信仰に対する
批判的な認識も高まった。民衆は，先端的な技
術に依存しないローカルな生活の理想を掲げ，
リベラルでローカルな市民社会のもとで，科学
技術を統御しうるような社会を理想として掲げ
るようになった。ところが 1970 年代になると，
石油ショックの影響でエネルギー価格が高騰し，

「省エネルギー」技術に対する関心が高まってい
く。この段階で求められた理念は，先端技術に
依存しないローカルな生活ではなく，技術革新
に期待を寄せつつ，一定のエネルギー供給を安
定的に確保することであった。

しかし 1980 年代になると，エネルギーをめぐ
る技術革新への関心はしだいに薄れていく。人々
は技術革新の恩恵を受けて，もはや技術の危険
について問題視せず，しだいに「ポスト近代」
の消費社会を謳歌するようになった。科学技術
に対する批判的態度そのものが政治力を失い，
人々の思想はしだいに，エネルギーの下部構造
から離れていった。反原発を掲げる社会党の凋
落は，それを物語るであろう。ところが 1990 年
代になると，人々のあいだで，次第に地球環境
問題への関心が高まっていく。さまざまなエコ
ロジー思想が開花し，人々はあらためて自身の
生活を見直すようになった。例えば，ゴミの処
理方法と処理施設の能力が問題となり，リサイ
クルへの関心が高まった。さらに，3・11 大震
災後の原発事故は，リサイクルできない核燃料
廃棄物への関心をあらためて喚起した。以来，
私たちは，原子力発電に依存しない社会を築く
というビジョンを，真剣に考えるようになって
いる。

現在求められている技術は，現世代の欲求を

満たすための「省エネ技術」や「低公害生産技
術」に加えて，将来世代の生存を配慮するため
の新たな技術（例えば「植林技術」）である 5）。
私たちは，たとえ現在世代の「社会的効用」を
低下させたとしても，私たちの「社会的効用関
数」そのものを変換して，新しいエコロジカル
な生活を目指さすべきではないか。そのような
変換への関心を含めて，技術革新への期待が高
まっている。「第三次産業革命」においては，将
来世代の可能性に対する期待が軸となって，私
たちのライフ・スタイルを転換していくところ
に，その特徴があるだろう。「ロスト近代」の社
会は，このように，私たちの潜在的可能性を開
発していくことに，その駆動因を求めている。

その場合の技術革新は，その難易度に応じて，
およそ三つのレベルに分けることができるだろ
う。第一の段階は，これ以上に地球に負担をか
けないという目標であり，化石燃料の消費量を
現状で維持するような目標である。この段階は，
私たちが「これ以上多くの電力消費」を求めな
いことによって，あるいは生産者たちが「より
多くの財を現状のエネルギー消費量で生産する」
ことによって，可能になるだろう。第二の段階は，
これ以上の地球温暖化を阻止するという目標で
あり，そのためには，飛躍的な技術革新が求め
られるだろう。例えば，化石燃料の消費量を大
幅に減らして（約半減させて），自然エネルギー
をもちいた生産システムを構築する必要がある
だろう。第三の段階は，化石燃料をまったく消
費せずに，人類が地球に負担をかけない生活を
構築するという目標である。そのような理想は，
現在のエネルギー供給システムを，抜本的に組
み替えるものになるだろう 6）。この第三の段階

5）　内藤／森川／清水 [1994: 13]。
6）　内藤／森川／清水 [1994: 37] の図 7 は，各技術の困難度
と対策効果の評価結果であり，どんな技術革新が求められ
ているかを示している。
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はおそらく不可能であるとしても，しかし現在
求められている技術革新は，その可能性を展望
している。

いずれの段階においても問題となるのは，目
標達成のための手段である。あらゆる手段を講
じてよいのなら，政府は上からの強権的な権力
でもって，全体主義的に，最も効率的な政策を
実行することができよう。けれどもそのような
政治は，できることなら避けなければならない。
そこでヒントになるのが，「自生化主義」の発想
である。

2.  自律分散型の技術編成
全体主義の危険を避けるために，現代のグリー

ン・イノベーションを，「自生化主義」の理念に
よって導いていく。そのための具体案として，
ここで「マイクロ・ジェネレーション」につい
て考えてみたい。マイクロ・ジェネレーション
とは，誰もが電力の供給者となりうるような仕
組みであり，例えば，家庭や地方自治体や企業
などが主体となって，太陽光パネルや風車を取
り付け，小規模な発電をネットワーク化してい
くようなシステムである 7）。

マイクロ・ジェネレーションは，自律分散型
の発電供給ネットワークである。このネットワー
クは，現在の電力供給システムを，ラディカル
に変容させることを求めている。一般に，保守
化した社会においては，根源的な変化を求める
イノベーションは，採用されない傾向にある。
むしろ，漸進的な変化が求められる傾向にある
だろう。発電業をめぐる根源的な変革と漸進的
な変革の違いを対比すると，表 2 のようになる。
自生化主義は，この場合，自律分散型の社会を
築くために，根源的で革命的な転換を求める立
場に立つ。自生化主義は，人工市場の新たなデ

ザインによって，小規模な発電と売電が可能に
なるようなシステムを展望しており，例えば所
有権の構造をめぐって，抜本的な制度改革を求
めるであろう。

マイクロ・ジェネレーションは，発電の制度
をめぐって，根源的な変化を求めている。それ
は技術革新とともに可能になった新しい「人工
市場」の形成に期待を寄せ，新しい自律分散型
社会の形成を求めている。そのための制度デザ
インは多様であるが，例えば発電ネットワーク
の担い手に注目した場合，（１）消費者主導，（２）
企業主導，（３）コミュニティ主導，という三つ
の類型を考えることができるだろう。
（１）消費者が主導する場合の自律分散型ネッ

トワークとは，住宅の所有者が，住宅の敷地内
に発電装置を取り付けて，同時に電力供給の担
い手となるようなシステムである。住宅を所有
する消費者は，電力買取制度のもとで電力を売
るべく，太陽光パネルなどの発電装置を取り付
けるであろう。住宅を所有する消費者は，経済
的な利益のために，自ら主体的に「マイクロ発
電供給」を行う。ただその場合の制約は，発電
装置を設置するための資金であり，供給主体は，
一定の富裕層であるか，あるいは銀行から比較
的低利で借り入れを行うことができる人々に限
定されるだろう。

消費者が自らの判断で発電装置を自宅に取り
付ける場合，その消費行動にはおそらく二つの
変化がもたらされる。一つには，高額の発電装
置を購入すると短期的な可処分所得は減るので，
その消費パタンは，長期的な展望をもつように
なるだろう。もう一つには，電力買取制度のも
とで，発電者＝消費者は，電力を売ることがで
きる時間帯と，電力を買わなければならない時
間帯の区別に敏感になるだろう。すると発電者
＝消費者は，電力の消費パタンを変化させるに
ちがいない。むろん，こうした行動の変化は，7）　Pehnt et al , eds. [2006]。
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8 Sauter and Watson [2007: 117] Table 6.1  

表 2　マイクロ発電供給による電力制度の変容 8）

8）　Sauter and Watson [2007: 117] Table 6.1 を元に，一部
削除した。

あくまでも家庭レベルでの最適化であって，社
会全体の電力の効率的な利用をもたらすわけで
はない。あるいはまた，消費者主導のマイクロ
発電供給は，供給される電力の不安定化をまね
くかもしれない。

これに対して，（２）企業が主導する場合のネッ
トワークは，発電を担う電力会社（あるいは新
規参入業者）が，利益を追求する過程で形成さ

れる。例えば企業は，各住宅の一部を借りて太
陽光パネルを設置し，そのパネルから得られる
電力を供給することができるだろう。企業はこ
の他，農地を借りて，風力発電に参入すること
もできるだろう。こうした企業による電力供給
の場合，消費者は，住宅の一部に太陽光パネル
を設置するとしても，それは積極的な行為では
なく，企業からの提案に従うという追従的なも
のになる。企業の提案を受けて太陽光パネルを
導入する場合，消費者は，自分で資金を調達す
る必要がなく，もっぱら企業に住宅の一部を貸
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すことから得られる地代（レント）を期待して
導入を判断することになるだろう。

企業主導による分散型の発電は，おそらく，
各家庭が個別に発電装置を導入する場合に生じ
るさまざまなコストを避けることができよう。
企業主導によって太陽光パネルを大規模に導入
するなら，発電装置導入のコストは低減し，ま
た設置コストや維持コストも低減するであろう。
企業主導の発電は，各家庭における発電のムラ
を均質化し，いっそう安定した電力の供給を確
保することができるだろう。地域間の融通を利
かせば，天候などの自然条件にあまり左右され
ない電力供給も可能になるだろう。

しかし，企業主導の発電ネットワークは，企
業の収益を基準に自然エネルギーを導入するも
のであって，自然エネルギーの割合を最適な水
準にするわけではない。そこで第三の方法とし
て，（３）コミュニティ（地方自治体）主導の発
電ネットワークを考えることができる 9）。地域
共同体の全領域を，自律分散型のエネルギー供
給システムとして最適化するために，自治体あ
るいは自治体に依頼を受けた諸企業が，市民的
に所有・管理された発電業を営むようなシステ
ムである 10）。その場合の発電業は，地方自治体
の主導による場合もあれば，第三セクター方式
の場合もあるだろう。共同体が新たな発電業を
担うことのインセンティヴは，それが地方自治

体にとって，経済活動の連帯性を強めるからで
あり，地域内部におけるコミュニケーションの
活性化によって，新たな経済的波及効果が見込
まれるからである。地方自治体は，経済的な利
益を求めて，発電業へ参入することができる。
あるいは地方自治体は，各家庭による発電と電
力供給を最適化するスマートグリッド・ネット
ワークを供給することもできるだろう。

自律分散型の電力供給を，地方自治体が行う
場合の利点は，それが地域全体で電力供給を最
適化するためのデザインを提供する点である。
人々はそのなかで，自ら積極的に発電システム
を導入しなくても，共同体によってライフ・ス
タイルの見直しを啓発され，電力の消費パタン
を見直すことができる。人々は例えば，地方自
治体によって提案されたコミュニティ単位の発
電供給に参加するきっかけを得て，比較的容易
に，発電供給を担うであろう。他方で，地方自
治体が主導権を握る場合の欠点は，それが環境
技術のイノベーションを非競争的にしてしまう
点である。地域主導の電力供給は，長期的にみて，
最も効率的で最も地球にやさしいエネルギー消
費を達成するわけではない。効率性を重視する
ためには，地方自治体間での競争が必要である。
国家は，電力の供給と消費をめぐって，地方自
治体間の競争を促すことが，あわせて必要にな
るだろう。

3.  コミュニティ（地方自治体）主導の必要性
こうしてみてくると，代替エネルギーの導入

は，個人や企業の自生的な活動をベースとしな
がらも，地方自治体と国家の連携によってその
欠点を補完していくことが，最も効率的である
ように思われる。これが「自生化主義」の観点
から見た場合の展望である。代替エネルギーの
導入を，消費者や企業の自生的な活動に任せる
だけでは，あまり大きな進展は望めない。別の

9）　Walker and Devine-Wright [2008]。
10）　ウィスコンシン州ミルウォーキーにある団体，「セン
ター・オン・ウィスコンシン・ストラテジー」は，「ミル
ウォーキー・エナジー・エフィシェンシー」という会社を
作り，全市民に対して，低コストでエネルギー効率にすぐ
れた設備を家庭や企業に導入する機会を提供している。利
用者は，先行投資せず，借金を背負わずに，光熱費の負担
が少なくなることを保証される。利用者は，劇的に減った
月々の電気料金に上乗せするか，メンテナンス費用に含め
る形で，複数年にわたって改修費用を返済することになる
[Jones 2009: 143-144]。
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問題として，そのような導入方法は，新たな階
級問題を生みだすかもしれない。ニューヨーク
における「持続可能な南ブロンクス」の創始者
マジョラ・カーターは，次のように述べている。

世の中の人びとが抱く環境保護者のイメージとは，

有機食品を食べ，プリウスを乗り回し，自宅にソー

ラーパネルを取り付けるような人間だ。サウス・

ブロンクスなどの貧困地区の人々はそのような環

境保護に加わることができない。「そんなことはで

きないし，そのためのお金もないし，望むことす

らできない――正直なところ，望んでもいない」

といったところだ。そんなやり方はうまくいかな

い。持続可能でグリーンな選択肢というものは，

規模の経済を実現してこそ定着する。そのために

は誰もが実行可能でなければならない 11）。

ここでいう「誰もが実行可能な自然エネル
ギー」の導入とは，地方自治体の取り組みによっ
て喚起されるのではないだろうか。住民の平均
所得が低いところでは，自然エネルギーの導入
が遅れる可能性がある。例えば北海道の場合，
道民の一人当たりの年間所得は，全国平均より
も 10％以上低い。市場メカニズムに任せるだけ
では，自然エネルギーの導入は，遅れる可能性
が高いであろう。

地方自治体が政策を打ち出さなければ，自然
エネルギーの導入は，富裕層からはじまり，富
裕層の特権に終わりかねない。例えば「ビジョ
ン 2050」の提唱者である小宮山宏は、著書『地
球持続の技術』[1999] やその他の著作で、（１）
エネルギー効率を三倍にすること、（２）物資循
環システムを構築すること、および、（３）自然
エネルギーの利用を二倍に引き上げることの三
つを提案している。ところがそのために私たち

ができる具体策となると、一枚ガラスを二枚ガ
ラスにすれば電気代が半分になる、といった内
容になる。

[ 小宮山家では ] 窓ガラスを複層ガラスにし，屋根

と壁の断熱化を行った。それから，当時最新型の

省エネタイプのエアコンに買い替え，ヒートポン

プ給湯器を導入した。そして，屋根に太陽電池を

設置した。さらに，ハイブリッド車に乗り換え，

冷蔵庫も買い替えた。その結果，わが家のエネル

ギー消費量は 2009 年の段階で，前の家と比べて

58％削減された。太陽電池が 23％を供給している

ため，トータルでは 81％の削減である 12）。

こうした「買い替え」に頼るだけでは，地球
温暖化対策は，低所得層にまでなかなか普及し
ないように思われる。富裕層と貧困層のあいだ
の導入格差を解消するためには，地方自治体に
よる積極的な自然エネルギー導入策が求められ
よう。「自生化主義」は，人々の自生的な変化を
たんに期待するだけでなく，作為的な制度デザ
インの観点から，人々の自生的な調整力を促進
する。そのために，政府と地方自治体の連携に
対して，一定の期待を寄せるだろう。

むろん現在，地方自治体が温暖化対策を進め
るには，さまざまな困難がある。例えば，地球
温暖化防止のための政策は，住民の賛同を思っ
たほど得られず，多数決によって否決されてし
まうかもしれない。アメリカのカリフォルニア
州で生じたことは，住民投票によって，地方自
治体レベルのグリーン・ニューディール政策が，
否決されるという事態であった。共和党のシュ
ワルツェネッガー知事は，2007 年に，地球温暖
化防止のための法律に署名した。ところがその
数ヶ月前の住民投票では，クリーン・エネルギー

11）　Jones [2009: 63-64]。 12）　小宮山 [2010: 16]。
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を推進するための法案「条例八七」は，反対多
数で廃案に追い込まれていた。「条例八七」とは，
石油会社が国土や沿岸部から抽出する原油や天
然ガスに課税して，その税収をすべてクリーン・
エネルギーのための研究開発にまわすという法
案である。この法案に反対する石油会社やガス
会社は，約 1 億ドルのキャンペーン費を投じて，
税金は消費者価格に転化されると警告した。消
費者価格への転化によって，ガソリン代や電気
料金は急騰し，貧困層にとって打撃となるだろ
う。そのような警告のキャンペーンが成功した
のであった。住民投票という手段で法案の是非
を問う場合には，人々は，短期的な利害関心（ガ
ソリン代と電気料金の高騰）を優先させて，ク
リーン・エネルギーに関する法案は通らないか
もしれない 13）。

4.  自律分散型社会のシナリオ
では政府と地方自治体は，具体的にどのよう

な連携をなしうるのだろうか。ここではまず，
地方自治体がエネルギー政策を主導した場合の
ビジョンについて考えてみたい。しかるのちに，
具体的な政策の連携について考えてみたい。

環境省の報告書「2050 日本低炭素社会シナリ
オ：温室効果ガス 70％削減可能性検討 14）」は，
低炭素社会に向けて，二つのビジョンを提出し
ている。都市集中型の人口構成「シナリオ A」
と，地方分散型の人口構成「シナリオ B」である。
自律分散型の社会について考えるためには，こ
の報告書の「シナリオ B」が参考になるだろう。
「シナリオ A」とは，利便性や効率性の追求

のために，都心部への人口・資本の集中が進展
するような社会である。このシナリオでは，し

かし人口が大幅に減少するため，中核都市とし
ての機能を果たせない都市が増加する。他方で，
土地や資源を利用したビジネス（大規模農業，
発電プラント等）の拠点として再生される都市
も現れる。農村や山間部においては，過疎化が
進展し，人口が大幅に減少するだろう。そこで
農業・林業・漁業においては，民間会社などによっ
て大規模経営が図られ，機械化などによって大
幅に省力化される一方，ヒト・モノ・カネといっ
た資源の効率的な利用が進むだろう。他方で国
家のエネルギー政策においては，原子力や炭素
隔離貯留（CCS）や水素などを利用した大規模
なエネルギー技術が開発されるだろう。

この「シナリオ A」においては，一人当たり
の GDP 成長率は 2％であると想定されている。
これに対して「シナリオ B」では，人々がゆと
りある生活を求めて，都心から地方・農山村へ
移り住むために，人口や資本の分散化が進み，
一人あたりの GDP 成長率は 1％に留まるとされ
ている。「シナリオ B」では，地方においても，
充分な医療サービスや教育を受けることができ
る。それゆえ人口の減少は，ある程度まで抑制
されるだろう。また，地域の独自性や文化が前
面に出され，活気ある地方都市が多く現れるだ
ろう。地域社会の意思決定の過程には，NGO や
一般の市民たちも積極的に参加するだろう。農
林水産業に対する魅力も高まり，農村や山村，
漁村への人口回帰が進むだろう。農業を職業と
して営む人のみならず，自然が豊かな地域に自
宅とオフィスを構え，SOHO によって収入を得
ながら自ら家庭菜園を営む家庭も現れるだろう。
また国のエネルギー政策としては，太陽光や風
力，バイオマスなどの比較的規模の小さい分散
的なエネルギー技術が受け入れられるだろう。

シナリオ A と B を比較した場合，どちらが環
境によいシステムなのかといえば，二酸化炭素
排出量の観点から，シナリオ B のほうが望まし

13）　Jones [2010: 114-116]。
14）　http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial= 
9167&hou_id=8032　以下，ホームページ情報はすべて 2012
年 1 月 26 日に確認。
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い。同報告書は，どちらのシナリオも，2050 年
までに，温室効果ガスを 70％削減することがで
きるとしているが，「シナリオ A」は原子力発電
に依存する社会であり，その場合のリスクは大
きいと言わねばならない。これに対して「シナ
リオ B」は，自然エネルギーを自律分散型社会
において有効に利用する社会であり，これは中
央集権的で一極集中的な社会のシナリオよりも，
環境対策において有効であるように思われる。
このように比較してみると，自律分散型の社会
は，地域社会への分散的な定住を促すような社
会デザイン，すなわち「シナリオ B」であろう。
次節では，そのために国が担うべき制度改革に
ついて検討し，次々節では，地方自治体が担う
べき制度改革について検討したい。

III  自然エネルギー促進のための制度理念

1.  税制の理念
自然エネルギーの導入を促進するために，私

たちは自律分散型社会のビジョンを必要として

いる。そのために必要な制度改革として，ここ
では「税制改革」に着目してみよう。

　歴史的にみると，重要な意義をもつ技術革
新は，さまざまな制度の改革によって促されて
きた。表 3 はその一部のリストである。

例えば，1972 年にアメリカで発令されたマス
キー法は，「1975 年以降に生産される自動車の
排気ガス中の一酸化炭素と炭化水素の排出量を
1970 ～ 71 年の型の 10 分の 1 以下にする」こと
を自動車メーカーに義務づけ，この条件をクリ
アしなければ販売を許可しない，とするもので
あった。マスキー法は結局，1974年に廃案となっ
てしまうが，当時の日本のホンダは，独自の技
術 CVCC エンジンによってこの条件をクリアし
た。トヨタや日産自動車も，1978 年にはこの条
件を克服した。こうしてつまり，1970 年代にお
ける環境技術の革新は，アメリカの法律の発令
が刺激となって促されたのであった。「マスキー
法」は，日本の自動車産業に対して技術革新を
促し，結果として日本車の世界的競争力を高め
ることになった。

15 
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16 http://www.iae.or.jp/research/result/ene_2009.html 

表 3　技術開発の発端を切り開いた強い力の事例 15）

15）　吉田 [2001: 73, 75] を一部省略した。
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では現在，私たちはどんな制度によって，グ
リーン・イノベーションを促すことができるだ
ろうか。エネルギー総合工学研究所による報告
書「エネルギー技術戦略 2009」は，エネルギー
技術革新のためのロードマップを詳述している。
この報告書によって，私たちはグリーン・イノ
ベーションの全体像を知ることができる 16）。技
術革新の方向性は多岐にわたるが，多様な方向
性を同時に実現するために考えるべき制度理念
は，その財源をどのような税制によって確保し，
またどのような税制によって，技術開発を促す
のかという問題である。すでに多くの地方自治
体において，独自の環境税が導入されている 17）

が，ここでは環境に資する課税システム全般の
あり方について考えてみたい。

環境税は，環境面で持続可能な社会を実現す
るために導入される税である。従来の発想では，
その理念は，市場では評価されない「社会的コ
スト」を税金でまかなうことであるとされてき
た。K・W・カップによれば，例えば環境汚染
のように，市場メカニズムにおける「費用」計
算に現れない社会的コストは，課税によって対
処されなければならない。しかし実際問題とし
て，社会的コストを客観的・普遍的に計算する
ことは難しい。人命や健康の損失をどの程度の
コストとして評価するのか。さまざまな環境破
壊を，どの程度のコストとして評価するのか。
持続可能な社会における「人間の基本的生活権」
とは，どのようなものか。こうした問題に対して，
客観的な定義をあたえることは困難である。

実効的には，例えば「汚染の削減目標」を定
めて，その基準を実現するように税率を決めて

いくという，ボーモル＝オーツ税の考え方のほ
うが，意思決定の複雑さを回避できるだろう。
けれどもボーモル＝オーツ税は，客観的な汚染
削減目標を達成するために，税率を変化させて
最適化しなければならない。ところが税率を変
化させることには，実効的な制約がある。税率
の変化は，人々の生活と経済の長期的な展望に
大きな影響を与え，そのための調整コスト（意
思決定コスト）は，政治的には莫大なものとな
るだろう。

そこでもっと一般的に，税率を安定させて，
さまざまな環境問題に対応することはできない
だろうか。税率をできるだけ一定に維持すれば，
人々の経済行動は，長期的に安定したものとな
り，しかもその行政コストは，著しく低減する
であろう。プラグマティックに考えれば，税率
は安定させなければならない。その場合に問題
となるのは，生産と消費のどの局面で課税をす
るのか，という点である。

例えば自動車税の場合，（１）自動車の「取得・
保有」に対して一律に課税するのか，（２）「エ
ンジンの排気量」に応じて課税するのか，（３）

「二酸化炭素の実際の排出量」に対して課税する
のか（この場合はガソリンに税金をかけること
になる），それとも，（４）自動車の「エンジン
性能」に応じて課税するのか，という問題がある。
この場合，最後の「エンジン性能」に対して課
税する方法は，課税の段階で，省エネルギーの
ための技術開発を促すことができるだろう。走
行距離やガソリン使用量とは無関係に，エンジ
ン性能のすぐれた自動車を取得することが「節
税」になるのであれば，あまり自動車を利用し
ない人にも，エンジン性能のすぐれた自動車に
買い換えるインセンティヴが働くだろう。エコ・
カーの需要は飛躍的に増えるであろう 18）。環境

16）　http://www.iae.or.jp/research/result/ene_2009.html
17）　高知県における森林環境税導入の報告について，竹崎
[2003] を参照。
また　http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/ 
20hakusho_h/all/h14_09.html も参照。 18）　実効的な議論として，花田 [2000] を参照。
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税やエコ・カー減税のような税制は，それによっ
て人々のライフ・スタイルを変化させるという，
生活転換的な意義を持っている。

この（４）の局面で課税する方法は，きわめ
て自生化主義的である。それは技術革新を促す
と同時に，人々の選好を間接的に変化させる力
をもつからである。「リベラリズム」の考え方に
従えば，一定の「社会的コスト」をまかなうた
めの課税は，人々のインセンティヴ構造をでき
るだけ変化させないことが望ましい。それゆえ
リベラリズムの立場は，（１）のような一律の課
税方法を支持するであろう。これに対して，あ
る種の「計画経済」の考え方に従えば，税金は
どんな課税方法であれ，ボーモル＝オーツ税の
ように，ある目標を達成するために税率を変化
させることが望ましい。これに対して第三の立
場として，「自生化主義」は，社会の発展方向を
見極めつつ，その方向に向けて，人々の選好を
変化させるような方法を支持するだろう。自生
化主義は，人々にとって幸福というものが，あ
らかじめ個々人の効用関数のかたちで与えられ
ているとみなすのではなく，社会全体の発展方
向に照らして，個々人の事情に応じて変換され
ていくと考える。この立場は，人々の潜在的な
可能性の実現が，ある制度のもとで刺激され，
また促されていくことに関心を寄せている。自
生化主義は，潜在的な可能性が多様に開花する
ようなダイナミズムを求めて，人々のライフ・
スタイルを変換させる機能を，制度のなかに組
み込もうとするであろう。

この自生化主義の理念を例証するために，こ
こでドイツにおけるエコロジー税制改革（1999
年～）について紹介してみたい 19）。2000 年から
2003 年にかけて，ドイツでは石油・天然ガス・

電気に対する税を引き上げる一方，年金保険料
負担率を引き下げてきた。また，エコロジー税
負担の方が年金保険料負担を上回る製造業など
には，超過分の 95％を還元することによって，
負担の中立化が図られてきた。これによって製
造業は，正社員を雇いやすくなった。というの
も，非正社員を雇用する場合には，企業は，非
正社員の年金保険料を負担する必要がない一方
で，多額のエコロジー税を支払わなければなら
ないからである。加えてドイツでは，再生エネ
ルギーやコジェネレーションを利用した場合に，
減税措置をとることにした。企業はこうして，
正社員の割合を増やしつつ，環境対策に取り組
むことにインセンティヴを与えられた。むろん，
ドイツにおけるエコロジー税制改革が，環境の

「社会的費用」をどの程度までまかなうことがで
きるのかについては，不明である。また，具体
的な到達目標を掲げるものではないという点で
も不足である。しかしこの税制改革は，人々の
インセンティヴ構造を変え，環境への取り組み
を促進することができる。人々の自生的な活動
を人工的に支援するという点では，「自生化主義」
の理念にふさわしい取り組みと言えるだろう。

2.  補助金の考え方
課税システム以外に，補助金による環境保全

の促進という手段もある。しかし，自然エネル
ギーへの転換を進めるためには，初期の設備投
資に対する補助金の給付よりも，「電力買取制度」
を導入したほうが，自生化主義の観点からみて
有効に機能するように思われる。

例えば，太陽光パネルの設置やエコ・カーの
購入に対して，一定の補助金を出す政策を考え
てみよう。設備投資に補助金を出す場合，次の
ような問題がある。（１）実際の発電量と補助金
額が無関係であり，市場を補うための適切な補
助金額を支払うことができない。（２）補助金は

19）　その改革は，1980 年代のはじめに，スイスの経済学
者ビンスバンガーが提唱した考え方に基づいているといわ
れる [ 竹内 2006]。
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初期投資に対する一定の割合で支払われるため，
初期投資を高めに誘導してしまう。（３）選考の
裁量・恣意性を避けることができず，公正な競
争環境を歪めてしまう 20）。

これに対して「電力買取制度」の場合には，
こうした諸問題を避けることができるだろう。
発電を担う個人ないし団体は，人工的な買取価
格の下で，利潤を最大化する行動をとるだろう。
発電供給者は，どの程度の投資が最適であるか
を長期的に見極めつつ，初期投資と事後的な投
資の配分についても，適切な判断をすることが
できるだろう。電力買取制度の場合，補助金制
度のように，国ないし地方が事業体の選考をす
る必要がないので，どんな人にも開放された競
争環境を与えることができる。電力買取制度は，
発電供給をめぐって，さまざまな主体の新規参
入に，いっそうのインセンティヴを与えるので
ある。

他方で，電力の「買取」制度は，電力の「競
争入札」制度よりも，有効であることが次第に
明らかになってきた。これまで「競争入札（RPS）」
は，より自由市場的であると宣伝されてきたが，
それは誤りである。実際には，固定価格での電
力買取制度のほうが，より自由市場的である。
競争入札は，一定の排出量の枠内で，最も効率
的にその供給をなしうる主体を発見する試みで
あり，政治的に「排出量」を制約するための制
度的手段である。しかし競争入札に敗れた企業
は，もはや事業のなかで実践的に技術改良をし
ていくインセンティヴを与えられない。すると
結果として，技術革新はあまり促進されないで
あろう。これに対して固定価格での電力買取制
度は，価格を人工的に決定したうえで，どんな
企業にも自由に参加を促すことができる。結果
として，自然エネルギーの供給量は増えるであ

ろう。また，それぞれの地域がどんな自然エネ
ルギーの供給に適しているのかについても，自
由競争の過程で明らかになっていくだろう。さ
らに電力買取制度の下では，自然エネルギー供
給のための投資リスクが減り，地域や市民の参
加も促されるだろう。

むろん，こうした電力買取制度がうまく機能
するためには，私たちはアメリカの（テキサス
州以外における）失敗から学ばなければならな
い。電力の自由な価格制度は，機能不全に陥る
可能性がある。そこで私たちは，人工的な市場
価格をデザインしなければならない。電力の買
取価格と買取義務の期間を明確にすることに
よって，自然エネルギー供給に対する新たな投
資を引き寄せる必要があるだろう 21）。

表 4 は，自然エネルギーによる電力供給をめ
ぐって，その支援制度を分類したものである。
ここで「グリーン料金制度」とは，代替的な自
然エネルギーを選好する消費者に対して，その
エネルギーの導入コストを価格に転化して供給
するものである。例えば，ある消費者が風力発
電を好む場合，電力会社が風力発電で供給する
電力のコストを，その消費者の電力料金に転化
したものが，グリーン料金になる。グリーン料
金は，通常の電力料金よりも割高になるだろう。
この制度は，自然エネルギーを選好する人々に，
市場メカニズムを通じてその供給機会を与える
方法である。しかしそれは，低価格へのインセ
ンティヴを通じて，自然エネルギーの供給を促
進するものではない。

これに対して「固定価格買取制度」は，自然
エネルギーを用いた電力供給の価格に対して，
政府が人工市場を構築することによって，いっ
そう多くの自然エネルギーを導入するためのイ
ンセンティヴを与えている。もし政府が，一定

20）　山下 [2010]。 21）　飯田 [2002]。
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の人工価格で，自然エネルギーによる発電供給
を買い取る義務を負うならば，人々は発電業に
参入するインセンティヴを与えられるだろう。
そして「自生化主義」は，グリーン料金制度よ
りも，固定価格買取制度を支持するであろう。

こうしてみてくると，自然エネルギーへの代
替を促進するための支援策は，電力の固定価格
買取制度であるだろう。電力買取制度は，地方
自治体においても，個別に導入することができ
る。例えば，滋賀県における「太陽光発電の買
取価格上乗せ補助」（2005 年），佐賀県における

「グリーンエネルギー政策」（2006 年），福島県
における「自然エネルギー政策モデル事業」（2006
年），東京都中野区における「自然エネルギー区
民ファンド」（準備中）などは，従来の自治体に
よる「供給プッシュ戦略」とは異なり，市場拡
大と市場の補完を目指す「市場プル戦略」になっ
ている 23）。地方自治体が電力を買い取ることで，
自然エネルギー産業における地域の雇用を生み
出し，市場の拡大をもたらすことができる仕組
みになっている。

こうした地方自治体の企ては，根拠も戦略も
ない公共事業とは異なり，費用対効果を第一に
考える点で戦略的である。また，従来型の「第
三セクター方式」とは異なって，市役所，企業，

市民など，さまざまなステイクホルダーの参加
を促し，綿密に組み立てられた市民出資を活用
する点にも特色がある。地方自治体が展開する
市場プル戦略は，「市民の志」と「ファイナンス」
の両方を同時に活用する。市場プル戦略の企て
は，思想的には，「公正としての正義」を基準と
するリベラルな公共事業とは異なり，地方自治
の取り組みと単位とした人工的な市場競争を促
す点で，自生化主義的な理念に基づくものであ
ろう。

自生化主義は，自然エネルギーの導入に際し
て，「地方自治体を媒介にした市民的行動」と「市
場メカニズムによる企業的行動」を，同時に刺
激する。そのためには，大手の電力会社よりも，
他の主体が供給する電力を，優先的に遇すると
いう発想，すなわち「優先接続」の考え方が重
要な意義をもつだろう。「優先接続」とは，ある
地域の送電系統に対して，第三者の発電事業者
や電力供給者が利用することを優先する，とい
うものである。具体的には，「固定価格買取制度」
を整備することによって，第三の事業者に自由
な発電供給へのインセンティヴを与えることが
できる。ところがこれまで，電力会社は，かか
る制度の導入に対して消極的な態度をとってき
た。

22）　飯田 [2002: 24]。
23）　飯田 [2007]。これらの事例は，「環境エネルギー政策
研究所」の協力と助言の下ですすめられている。
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表 4　自然エネルギー促進政策の分類 22）



91グリーン・イノベーション論　橋本2012 . 3

電力会社が風力発電の導入量を制約する際の
理由は，主として，（１）チラツキなどの現象と
して現れる局地的な影響，（２）系統全体に生じ
る交流の周波数への影響，および，（３）大停電
につながるような大規模な影響，の三つである。
こうした影響を克服する技術は，しかしすでに
存在する。実際には，それぞれの系統がもつ周
波数調整の能力に応じて，風力発電を導入する
ことができる。問題はどのような社会的仕組み
によって，風力発電の導入コストを配分するの
か，であろう。

日本ではこれまで，電力会社のみならず，研
究機関も政府も，市場での寡占状態を監視する
というリベラリズムの発想から自然エネルギー
の導入を考えてきた。従来の発想は，寡占理論
にもとづくリベラリズムの思想に縛られていた。
そこでは，自然エネルギーの供給とは，電力供
給の独占状態という「社会的不公正」に制約を
かけるものとみなされてきた。このような発想
においては，電力供給の独占状態を批判するこ
とよりも，電力の安定供給が優先されてしまう。
停電という「最悪の状態を最大限に避ける」た
めに，供給主体の寡占状態を容認してしまう。
こうした発想は，ロールズの「格差原理」が提
起する「公正」の理念に酷似しているだろう。
リベラルな原理においては，電力供給の「公正さ」
は，供給の寡占状態に制約を課す一方で，最悪
を最大限に避けるという「安定」への要求を基
底的な規範とみなしてきたのである。

しかし現在，見直されなければならないのは，
このリベラリズムの呪縛である。自然エネルギー
の導入に際しては，「社会的公正」の基準よりも，

「人工市場を通じた新たな発見」の基準を優先す
ることが，求められているのではないだろうか。
飯田哲也によれば，「優先接続は市場競争の前提」
であり，この考え方は，「風力発電や太陽光発電
のような変動型の自然エネルギー普及において，

決定的に重要な意味をもっている」という 24）。
自然エネルギーを効率的かつ大幅に導入するた
めには，その目標数値を掲げるよりも，優先接
続によって市場競争を促すことが，制度理念と
してふさわしいのではないだろうか。

ところが，経済産業省が掲げるグリーン・イ
ノベーションの政策リストには，2011 年 1 月の
段階で，この優先接続のための「固定価格買取
制度」が含まれていない。経済産業省は，以下
の三つの事業に大きな予算を計上している。す
なわち，低炭素関連産業の国内立地の推進（1
千 474 億円），家電・住宅エコポイント制度の延
長・見直し（3 千 104 億円），および，レアアー
ス総合対策（1 千億円）である。これに対して，
再生可能エネルギーの固定価格買取制度につい
ては，次期通常国会に，その構築のための法案
を提出するという程度に留まっている。いま必
要な政策は，第一の「国内立地の推進」のため
の予算を削減して，「固定優遇価格買取制度」を
導入することではないだろうか。

IV  国と地方の役割分担

前節では，自生化主義の政策理念を導くため
に，主として国に期待される役割について検討
してきた。では地方自治体は，どのような取り
組みをなしうるだろうか。ここでは，いくつか
の先駆的な事例を紹介しつつ，地方自治体に求
められる諸政策について検討したい。

1．  いくつかの先駆的事例
（１） 佐賀県では全国に先駆けて，平成 18 年

度に，佐賀県太陽光発電トップランナー推進事
業を創設した。家庭用太陽光発電の自家消費電
力に対して，その環境価値を「グリーン電力証書」

24）　飯田 [2004]。
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として買い取る制度である。これによって，太
陽光発電の普及率は全国トップとなり，県内で
は新たな産業に結びつくのではないかと期待さ
れている。また，鳥栖（とす）市では，民間企
業を通じてバイオマス資源のエネルギー転換実
験を始めた。この他，玄海町では，平成 24 年の
開園を目指して，「次世代エネルギーパーク（仮
称）」が建設されているという 25）。
（２）岩手県葛巻町では，15 基の風車で，一

般家庭 600 世帯分の消費電力をまかなっている。
2000 年には，葛巻中学校の新築にあわせて，太
陽光発電を導入。また，2003 年から「畜ふんバ
イオマスシステム」を稼動，このシステムによっ
て，完熟堆肥の販売や，メタンガスによる発電，
あるいは発酵が終わった後の水分を「液肥」と
して利用するなど，さまざまな有効利用によっ
てエネルギーの循環を図っている 26）。
（３）高知県梼原（ゆすはら）町では，2009 年

までの 12 年間，さまざまな自然エネルギーを導
入してきた。1999 年に町長に就任した中越武義
さんは，まず 2 基の風車を立てた。その風力発
電から得られる年間 4 千万円の収益を，今度は
他の自然エネルギー供給のための財源として利
用した。太陽光パネルの普及率は，四国で一番
になったという。合わせて「森林づくり基本条例」
を制定することによって，同町では，それまで
荒れ果てていた森林（町の 91％を占める）がよ
みがえった。間伐で切った木は木質ペレットに
加工されて，バイオ燃料に活用されている 27）。
（４）この他，（独）新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）の補助事業として，長

野県飯田市や，北海道稚内市の取り組みなどが
有名である 28）。

2.  政府と地方自治体の課題
以上は各自治体の先駆的な事例であるが，こ

の他，温暖化対策における地域の取り組みとし
て，「地球温暖化対策地域協議会」が全国に設置
されている。温暖化対策は，長期的には諸個人
のライフ・スタイルの変革を求めるものであり，
そのためには地方自治体を通じた，住民参加型
の取り組みが必要になる 29）。

戦略的に言えば，農村的性格の強い自治体と，
都市的性格の強い自治体では，地球温暖化防止
のための対策が異なるだろう。農山村的性格の
強い自治体では，自然系・在来技術系の温暖化
防止策を採り，これに対して都市的自治体では，
人工系・新技術系の対策を採ることが，効果的
であるだろう。中口毅博による研究 30）は，その
ような傾向が，実際に認められることを示して
いる。

この他，地方自治体は，家庭用の太陽光発電
のために，燃料電池の共同利用を促すことがで
きるだろう。家庭用燃料電池システムにおいて
問題となるのは，燃料電池の燃料となる水素を，
都市ガスや灯油から得るための「改質器」であ
る。改質器は，四つの触媒から構成されているが，
それぞれの触媒を一定の温度（80 ～ 800 度）に
保たなければならない。改質器の起動時に，触
媒温度を上昇させるためには 1 時間以上の余熱
が必要になる。この起動と停止の繰り返しを避
けて，改質器を有効利用するためには，例えば

25）　 黒 田 [2009] お よ び http://taiyoseikatsu.com/news/ 
201107/tn201107-06.html 参照。
26）　日向 [2009]。
27）　新聞記事「フロントランナー　前高知県梼原町・中越
武義さん　自然エネルギーで，町づくり」『朝日新聞』2011
年 6 月 11 日，週末 Be，参照。

28）　飯田市は 2003 年度に地域省エネルギービジョンの研
究調査を実施，2009 年には「環境都市コンテスト」で総合
第 2 位（人口別第 1 位）となる。長野県飯田市環境課 [2005]，
横田 [2002] を参照。
29）　国と地方自治体の課題の分類について，岡田 [2005: 
57] を参照。
30）　中口 [2004a]。
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次のような方策がある。すなわち，燃料電池と
改質器を分離して，この二つの機器をいくつか
の家庭で共有すると，電気と熱（温水）と水素
を融通することができる 31）。このような共有シ
ステムを築けば，各家庭が単独で燃料電池と改
質器を導入する場合と比べて，エネルギー効率
は高まり，環境負荷を低減させることができる
だろう。具体的には，8 戸で燃料電池 4 台と改
質器 3 台を共有すれば，初期投資は半分で済み，
しかも改質器を効率的に稼動させることができ
ると言われる 32）。

以上のように，地方自治体は，さまざまな温
暖化対策に取り組むことができる。その中には，
改質器や燃料電池の共同利用のような計画も含
まれている。地方自治体によるこうした取り組

みを評価するためには，二酸化炭素排出量その
他の数値について，正確な統計データを用いる
ことができなければならない。ところが現在，
電力消費や二酸化炭素排出量をめぐる正確な統
計データを把握することは困難であり，地方自
治体の取り組みは，容易的に把握できないとい
う問題がある（表 5 を参照）。温暖化防止のため
の対策を，国レベルと地方レベルに分けて相互
補完的に分担するには，正確な統計データを作
成することが急務であるだろう。

正確なデータを用いることができれば，国は，
各地方自治体の取り組みを評価して，地方自治
体間の競争を促すことができる。例えば国は，
自然エネルギーの導入率が高い地方自治体に，
財政的なインセンティヴを与えることもできる

31）　http://staff.aist.go.jp/h-aki/research_energynet/
energynet_jpR1.2.html。
32）　（独）産業技術総合研究所における，分散型エネルギー
ネットワークの研究開発結果による [ 安芸 2007: 52]。
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表 5　市町村における民生部門・運輸部門排出量の問題点 33）

33）　中口 [2004b: 32]。
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だろう。自生化主義は，そのような地方自治体
間の競争をデザインして，自然エネルギーの導
入を促進するだろう。自生化主義はまず，市場
や国家よりも，地方自治体の方に優位な点があ
ることを認め，地方自治体が人工市場の下で作
為的に自然エネルギーを導入することを促すで
あろう。自生化主義は第二に，そのような地方
自治体の取り組みを，正確なデータを用いて評
価し，国家主導の下で，地方自治体間での「自
然エネルギー導入競争」を促すような制度をデ
ザインするだろう。こうして自生化主義は，国
と地方の二つのレベルで，全体主義とは別のや
り方で市場へ介入しつつ，自然エネルギーの導
入を促すであろう。

3.  自然エネルギー導入の問題点
最後に，北海道および札幌市の取り組みにつ

いて付言したい。札幌市の市民一人当たりの二
酸化炭素排出量は，全国平均と比べて，2006 年
の段階で約 1.35 倍であるという。主として冬場
の暖房のために灯油を多く利用するからである。
札幌市では，一人当たりの二酸化炭素排出量の
増加率も，全国平均と比べて高い値になってい
る 34）。北海道の地方自治体は，他の地方自治体
と比べて，二酸化炭素排出量の点で大きな問題
を抱えている 35）。

このように，北海道あるいは札幌市は，全国
の他の地方自治体よりも，地球環境問題におい
て，いっそう困難な課題を突きつけられている。
こうした課題を受けて，札幌市は「温暖化対策

推進ビジョン」（2011 年 3 月）36）をまとめている。
2020 年までのシナリオとして，札幌市は例えば，
次のような目標を掲げている。

「札幌市版住宅基準が普及し，新築戸建住宅の 100％

がその基準を達成しています。」「住宅の約 30％が国の

次世代（1999（平成 11）年）基準を達成しています。」「給

湯器の約 85％，暖房機の約 50％が高効率機器となって

います。」「市内で購入される新車（乗用車）の 50％以上

が次世代自動車となっています。」「ほぼ全ての家庭での

家電製品が省エネ製品となっています。」「戸建住宅の約

20％に太陽光発電設備が設置されています。」「地域熱供

給事業者で年間 4.5 万 t の木質バイオ燃料が消費される

など事業活動において多くの木質バイオ燃料が利用され

ています。」等々。

こうしたビジョンは，しかし，地方自治体の
主導で実行するには限界がある。例えば新車購
入の 50％をエコ・カーにするという目標は，い
かにして達成しうるのだろうか。札幌市は，そ
のような購入を市民に強いることができない。
そのための補助金の財源も不足している。札幌
市が描く「温暖化対策推進ビジョン」は，「絵に
描いた餅」であると言わねばならない。

この絵に描いた餅を眺めているよりも，私た
ちは，本章で論じてきたように，自生化主義に
基づく「電力買取制度」に期待を寄せるべきで
はないだろうか。電力買取制度は，補助金政策
よりもすぐれている。電力買取制度が導入され
れば，どの地方自治体も発電業の主導権を握っ
て，さまざまな政策を実行に移すにちがいない。

36）　http://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondanka/vision/
documents/vision.pdf。この他『札幌市環境基本計画』では，
自然エネルギーの導入について具体的な数値目標が掲げら
れている。
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/keikaku/newkeikaku/
newindex.html。

34）　http://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondanka/
haisyutsu/documents/2008gas.pdf。
35）　http://www.colgei.org/info/news/40/1.html 全国の地
方自治体における民生部門と運輸旅客部門の「一人当たり
二酸化炭素排出量」について，環境自治体会議，2005 年の
報告書を参照。図の単位は，一人あたりの年間 CO2 トン数。
寒冷地では，民生部門の CO2 発生量が温暖地の 2 ～ 3 倍に
達している｡
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例えば近久武美（北大教授）によれば，「直径
4km の地域にソーラーパネルを敷き詰めれば，
札幌市の年間電気需要の約 20％を太陽電池でま
かなうことが可能」であるという。その場合の
導入のコストは，「市民一人当たり 50 万円」と
試算されている。もし同じ需要を風力発電でま
かなうとすれば，920 基の風車で，「市民一人当
たりのコストは 10 万円」になるという 37）。こう
した具体的な試算を見るかぎり，自然エネルギー
の利用は，十分に実現可能であるように思われ
る。事業を促進するためには，地方自治体が発
電業に参加するための制度的な枠組みがなけれ
ばならない。電力買取制度は，地方自治体に大
きな役割を与えることができるだろう。

以上，本稿では，「ロスト近代」の政策の一つ
として，グリーン・イノベーションについて検
討してきた。自生化主義にもとづく「自律分散
型の人工市場システム」は，私たちの潜在的可
能性を刺激して，新たな資本主義の発展を導く
にちがいない。とりわけ自然エネルギーの買取
価格制度は，そのための強力な政策となりうる
だろう。この他にも自生化主義は，地域主導の
自然エネルギー導入，自治体による市場プル戦
略，あるいは環境税などの政策によって，体系
的なビジョンを与えることができる。
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